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○高知市入札・契約制度基本方針推進計画 

平成 23 年３月７日制定 

平成 23 年４月１日施行 

 

 

    高知市入札・契約制度基本方針第５項に基づき，高知市入札・契約制度基本方針推進計画

を次のとおり定める。 



 
- 2 - 

  (1) 

 
 

1.  公平・公正で透明性の高い入札契約制度の確立 

 
 

① 一般競争入札の拡大 

 
 

予定価格が３，０００万円以上の建設工事について，制限付き一般競争入札を適用して

おり，その他の契約については，場合によって一般競争入札を適用することとしている。        

 

 

 

・ 予定価格が１，０００万円以上の建設工事への早期拡大について検討を進める。 

・ 建設コンサルタント業務等，工事以外への導入拡大についても検討する。 

 

 

 

 

 

・ 指名競争入札にくらべ発注期間が従来より長くなる。 

・ 事務的にコストが増加するため，電子入札の導入を含めた事務の効率化が必要。 

・ 工事場所による市内での地域制限の設定範囲の検討。 

（災害時の緊急対応や地域貢献への影響を考慮して検討する必要あり）    

・ 工事関係団体への周知。 

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

事務の効率化 

一般競争入札の拡大検討（実施） 

工事以外への導入検討 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

      

 

 

 

 

契約課 工事所管課 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(2) 

 
 

1.  公平・公正で透明性の高い入札契約制度の確立 

 
 

② 特命随意契約の見直し 

 
 

「随意契約ガイドライン」に沿って，特命随意契約部局審査会での審査及び契約情報の

公表を実施している。     

 

 
 

 

    ・ 随意契約の可否を厳格に行い，適正に執行する。 

    ・ 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号を適用した，就労目的の政策的な特命

随意契約は平成２３年度末に廃止する。 

 

 

 

 

・ 随意契約から競争入札に変更するにあたっての，仕様書の整備。 

・ 特命随意契約における唯一性の具体的な検証方法。 

 

 

     

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

随意契約の適正な執行 

就労目的の特命随意契約廃止 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 庁 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(3) 

 
 

1.  公平・公正で透明性の高い入札契約制度の確立 

 
 

③ 工事及び建設コンサルタント業務の予定価格事前公表の取り止め 

 
 

工事及び建設コンサルタント業務の予定価格は，情報漏洩等の違法行為を防止するため

発注時に公表しているが，事前公表によって最低制限価格の積算が容易となり，積算能力

の低い業者による応札や，くじ引き入札が増加しており，国から取り止めるよう指導が出

されている。 
 

 

    ・ 情報漏洩等は違法行為であり，「契約業務に係る働きかけへの対応要領」や指名停止

などで厳格に処理すべきであり，契約後の公表へ段階的に試行する。 

 

 

 

 

 

・ 情報の管理方法等，全庁的な取組みが必要。 

・ 情報漏洩には至らずとも．情報を聞き出そうとする行為や，入札結果によっては，発

注者（市）側にも情報漏洩の疑いがもたれる可能性が発生するなどの課題がある。     

 

 

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

情報漏洩防止対策協議 

事前公表の取り止め（試行） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 工事所管課 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(4) 

 
1.  公平・公正で透明性の高い入札契約制度の確立 

 
 

④ 入札・契約事務の電子化 

 
 

約７割の中核市において，工事の電子入札が実施されているが，本市は未導入である。 

また，約半分の中核市で，オープンカウンター方式（公開見積競争）による物品調達制

度が導入されている。 

 

 

 

・ 一般競争入札の拡大検討と並行し，費用対効果を検討していく。 

・ 本市の財政再建の状況を注視しながら導入計画を策定。 

・ 物品調達のオープンカウンター方式についても，長期的なスタンスで検討していく。 

 

 

 

 

・ システムの導入経費，及び使用コストの精査が必要 

・ 財務会計システムの更新時期，統合等 

・ 財政再建状況を踏まえての導入    

     

 

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

費用対効果等の検討 

電子入札導入計画の策定 

入札・契約事務の電子化 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 情報政策課 財政課 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(5) 

 
 

1.  公平・公正で透明性の高い入札契約制度の確立 

 
 

⑤ 契約情報の公開 

 
 

「公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律」等に基づき，契約情報の公開

を行っている。 

但し，物品や業務委託の予定価格は，継続的な調達でないものを除き，事後にも公開し

ていないが，高知県など公開している自治体もある。 

 

 

・ 契約情報の公開を推進し，公平・公正・透明性の高い入札・契約制度を確立すると

ともに，下請者保護につながる公開制度の検討を行う。 

・ 業務委託や物品等の予定価格の事後公表についても，透明性確保の観点から検討を

行う。 

 

 

 

・ 下請者保護につながる情報公開については，前例がなく，収集の方法や公開の範囲

など，法的な問題も含め検討が必要。 

・ 業務委託や物品の予定価格の事後公表は，将来の契約額の高止まりが懸念される。 

    

  

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

一層の契約情報の公開 

下請者保護につながる情報公開(検討) 

予定価格の事後公表（検討）工事以外 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 庁 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(6) 

 
 

2.  公共調達における社会的価値の実現，及び品質と適正な履

行の確保 

 
 

① 総合評価落札方式の推進 

 
 

３，０００万円以上の建設工事の一部において，総合評価落札方式（施工計画型，企業

評価型）を実施している。 

 

 

 

 

・ 適切な技術力等を持つ施工業者を選定し品質の向上を図ることに加え，環境，福祉，

公正労働基準の確立等の政策課題を実現する評価項目を選定し，総合評価落札方式の

適用効果が見込まれる工事に適用する。 

・ 業務委託については，今後の課題とする。  

 

 

 

・ 評価項目は一部の業界や大規模な会社に有利になるようなものではなく，市民の十

分な理解を得ることができるものでなければならない。 

 

 

     

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

総合評価方式の推進（工事） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 技術監理課  工事所管課  

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(7) 

 2.  公共調達における社会的価値の実現，及び品質と適正な履

行の確保 

 
 

② 業務委託における予定価格及び最低制限価格の適正な設定 

 
 

業務委託の予定価格の多くは，前年度契約額や業者見積額を元に計上された予算額に基

づき算定しており，また，一部の業務（庁舎等清掃，団地下水道処理施設運転管理，浄

化槽の清掃及び保守点検，受水槽及び高架水槽清掃，プール浄化装置保守点検）で入札

価格の下位５者の平均の８割を最低制限価格として運用している。 

 

 

・ 労務単価を含めた統一的な積算基準を策定し，適正な予定価格を算定する。 

・ 入札価格の下位５者の平均の８割を最低制限価格としている現行の最低制限価格制

度を，人件費等を基準とした最低制限価格制度に見直す。 

 

 

 

 

・ 積算基準や仕様書等の統一を行う制度設計の所管。 

・ 最低制限価格の設定基準。 

・ 予算規模の拡大。 

     

 

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

積算基準の策定・積算（清掃業務） 

積算基準の策定・積算（清掃以外） 

最低制限価格の見直し 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 行政改革推進課 技術監理課  財政課 総務課 教育委員会総務課 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 



 
- 9 - 

(8) 

 
 

2.  公共調達における社会的価値の実現，及び品質と適正な履

行の確保 

 
 

③ 履行検収体制の充実 

 
 

施設の維持管理，保守点検等については，工事や建設コンサルタント業務のような統一

的な履行検収体制が確立されておらず，報告書等により履行検収がされている状況であ

り，業務委託における履行検収の不備が課題となっている。 

 

 

 

・ 業務委託検収マニュアルや検収実施要領等を策定する。 

・ 統一的な検収調書を作成し，検収体制を確立する。 

 

 

 

 

 

・ 制度設計担当部署。 

・ 施設の管理部署における，現行人員での対応。 

 

 

     

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

検収マニュアル等の策定 

検収体制の確立，研修 

適正な検収の実施 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 行政改革推進課 技術監理課 総務課 教育委員会総務課 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(9) 

 
 

３.  地域経済の活性化と雇用環境の安定の確立 

 
 

① 地元優先発注と競争性の確保 

 
 

高知市に本社を置く市内企業への優先発注を原則とし，市内企業のみでは競争性が確保

できない場合には，市外業者を含んでの調達を行っているが，結果的に，実績や価格面

で，市外企業との契約となる場合がみられる。 

 

 

 

・ 市内企業への優先発注を原則とする。 

・ 地元雇用，市税等の納税など，本市への貢献が認められる者を加えた競争性の確保。 

・ 総合評価やプロポーザル方式における，市内企業や地域貢献への加点。 

・ 仕様書等への地元雇用，地元下請，地元資材調達の付記 

 

 

 

・ 実績が低いことだけで，市内企業を排除することがないよう，地域経済の活性化に

つながる調達を行うことが必要。 

・ 企業誘致などの産業振興と地元優先のバランス。   

・ 公正取引委員会から「地域要件の設定については競争性に十分配慮するよう」要請

あり。 

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

地元優先発注と競争性の確保 

市内企業や地域貢献への加点 

仕様書等への付記 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  庁   

 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(10) 

 
 

３.  地域経済の活性化と雇用環境の安定の確立 

 
 

② 社会的貢献度の高い企業への発注 

 
 

建設工事の一部で実施している総合評価落札方式において，一定の社会的貢献度を評価

項目としている。 

 

 

 

 

・ 「2011 高知市総合計画」に沿い，環境，福祉，雇用，地域貢献の分野で事業所に

期待する事項を，総合評価落札方式の評価項目や，工事業者の等級付けの加点要素と

して取り入れること等により，社会的貢献度の高い企業への発注に努める。 

 

 

 

 

・ 社会的貢献度については，できる限り認定制度など客観的に評価できるものを採用

し，法的に義務付けられているものは原則除外することとなるが，特に地域貢献度の

評価基準の設定が課題。 

 

 

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

総合計画と総合評価との調整 

工事の等級格付けへの加点 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課   

 

 
 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 
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(11) 

 
 

３.  地域経済の活性化と雇用環境の安定の確立 

 
 

③ 雇用環境安定への具体的施策の実施 

 
 

一定金額以上の賃金支払いを義務付ける「公契約条例」については，解決すべき多くの

課題もあることから直ちに導入することは困難であり，研究・検討を進めていくことと

している。 

下請者保護については，支払い状況の確認を継続して実施している。 

 

 

・ 契約時に詳細な内訳書を提出させたり，賃金の支払い報告の義務付けを検討するな

ど，現行制度の中で，雇用環境安定の施策を講じる。 

・ 雇用環境の安定や，社会的貢献度の高い企業への発注など，高知市の公共調達の理

念を宣言した（仮称）「高知市公共調達基本条例」の制定を行う。 

 

 

 

・ 提出を義務付ける契約の範囲（種類や金額）や方法，提出書類の確認や指導を含め

た対応など，細部の課題を検討する必要がある。 

・ 「基本条例」における，対象契約の範囲や，発注者（市）の責務と受注者（業者）

の責務，審査会設置の必要性等が課題。 

 

 

  

内    容 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度以降 

内訳書等の提出義務付け（検討） 

基本条例の制定 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 庁 

 

 

基 本 目 標 

個 別 目 標 

現  状 

施  策 

課 題 

工 程 

主な部署 


